
本部会計 （情報の公開について） ○現況報告書 ○現況報告書

　貸借対照表及び事業報告書等は、事務所に備え付けて、 平成29年 　当会ホームページ上で閲覧可能な状態にした。

閲覧に供しているが、改正社会福祉法（平成28年4月1日施 3月16日

行）により、現況報告書、定款についても閲覧に供すること。

　また、インターネットでの公表が義務付けられているので、 ○定款 ○定款

現況報告書、定款についても、インターネットでの公表を行う 平成29年5月末 　現在、改正社会福祉法に基づく定款の一部変更

こと。 予定 については、所轄庁である豊中市から平成29年3月

【根拠法令等：改正社会福祉法第59条の2第1項及び第2項】 （所轄庁への申請 8日付認可されたが、当会の事業の追加・廃止があ

後、認可までに１か り、3月開催の理事会、評議員会に上程し、承認を

月以上要すること 得たうえで、平成29年4月1日付、所轄庁である豊中

が見込まれるため） 市へ定款の一部変更の申請をし、認可後、ホームペ

ージ上での閲覧可能な状態へ対応する。

（公印管理規程について） 平成29年 　現在8種類ある公印を公印管理規程第2条に種別

　公印管理規程第2条（公印の種類）において、6種類の公印 3月16日 ごとに定めるとともに、公印台帳備考欄にも使途を

が規定されているが、同規程第4条（公印の管理）には、8種類 明確にし、平成29年3月16日付公印管理規程に基

の公印の台帳（うち3本が「会長印」）が整備されている。 づき会長決裁にて対応した。

公印はすべて同規程第2条に規定し、第4条の公印台帳との

整合性を図ること。また、用途を明確にするため、公印台帳の

備考欄にその旨を記載すること。

【根拠法令等：公印管理規程第2条、第4条】

　＊上記改善状況に記載しきれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。

改　　善　　状　　況

項　　　目
指　　摘　　内　　容 改善時期又は

改　　善　　方　　法
改善予定時期
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本部会計 （附属明細書について）

　次の附属明細書について、不備が確認されたので、原因 平成29年5月下旬 　左記、ア　未記載事項については、会計システム

究明等を行うとともに、是正すること。 からデータ移行できないため、手作業にて入力作成

　①寄附金収益明細書 が必要である。

　　　ア　寄附者の属性が未記載 　平成28年度分から記載漏れがないよう対応して

　　　イ　合計額が財務諸表の決算額と相違 いく。

　②補助金事業等収益明細書

　　　ア　交付団体及び交付目的が未記載 　左記、イ　合計額が財務諸表の決算額と相違

　　　イ　合計額が財務諸表の決算額と相違 事項については、①寄附金収益明細書、②補助金

　③事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 事業等収益明細書　ともに全事業分が出力されて

　　　ア　繰入元及び繰入先が未記載 いなかったため、相違となっていた。

　④事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

　　　ア　貸付事業区分名及び借入事業区分名が未記載 　決算額と相違がおこらないよう、事前に顧問

【根拠法令等：平成23年7月27日付「社会福祉法人会計基準 公認会計士に確認を求めるなど対応していく。

の制定について」別紙「社会福祉法人会計基準」第１章２】

本部会計 （費用弁償について）

　理事及び監事に対して、理事会出席１回１人当たりの交通 平成29年6月 　平成29年6月19日開催予定の定時評議員会で

費として、1,000円を支給しているが、その根拠となる費用弁償 役員報酬規程を上程する予定であり、承認後

規程等が整備されていないので、整備すること。 「役員報酬規程」を定める。

【根拠法令等：平成23年7月27日付「社会福祉法人会計基準

の制定について」別紙「社会福祉法人会計基準」第１章２】

　＊上記改善状況に記載しきれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。

改　　善　　状　　況

項　　　目
指　　摘　　内　　容 改善時期又は

改善予定時期
改　　善　　方　　法
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本部会計 （会計組織について）

　会計職員について、本部拠点区分においては任命されて 　拠点区分ごとに会計職員を任命し、会長より

いるが、他の拠点区分においても現金を取り扱っているため、 　辞令を交付する。

拠点区分ごとに会計職員を任命し、辞令等を交付すること。

【根拠法令等：経理規程第８条、第29条】

本部会計 （事業活動計算書について）

　本部拠点区分事業活動計算書（第２号の４様式）の「次期 　事業活動計算書作成のため、体裁を整えるため、

繰越活動増減差額」欄の「増減額」に金額誤りが認められた 会計システムから出力したデータを、エクセルにて

ので、原因を究明し、是正すること。 数値を入力する際に誤りがあったため金額誤りが

次期繰越 当年度決算 前年度決算 増　　減 生じた。

活動増減 （A） （B） （A）-（B） 　現在、会計システムから出力したデータをエクセル

差額 211,616,222 258,265,571 -38,768,986 ソフトで加工する必要がなくなるようシステム会社と

正しくは -46,649,349 対応を協議中であるため、平成28年度決算分に

【根拠法令等：平成23年7月27日付「社会福祉法人会計基準 ついては手作業での書類作成となるため、ダブル

の制定について」別紙「社会福祉法人会計基準」第１章２】 チェックをするなど細心の注意を払い作成していく。

本部会計 （領収書の管理について）

　領収書は、年度毎に新冊子を使用しているが、過年度分の 平成29年4月下旬 　年度毎に新冊子を使用している領収書は、年度

未使用分については、押印（公印）された状態で抹消処理 終了後に本部にて回収の上、ハサミを入れるなど

されていないものが散見されたので、領収書の管理を適切に 押印の抹消処理を行い、管理していく。

行うこと。

【根拠法令等：平成23年7月27日付「社会福祉法人会計基準

の制定について」別紙「社会福祉法人会計基準」第１章２】

　＊上記改善状況に記載しきれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。

項　　　目
指　　摘　　内　　容 改善時期又は

改　　善　　方　　法
改善予定時期

平成29年4月1日

平成29年5月
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